
○ 大 分 県 立 青 少 年 の 家 利 用 規 則 

平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 日 

大 分 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 

改 正 平 成 二 九 年 四 月 一 日 教 委 規 則 第 八 号 

〔 大 分 県 立 社 会 教 育 総 合 セ ン タ ー 利 用 規 則 〕 を こ こ に 公 布 す る 。 

大 分 県 立 青 少 年 の 家 利 用 規 則 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 改 称 ） 

大 分 県 立 生 涯 教 育 セ ン タ ー 利 用 規 則 （ 昭 和 六 十 年 大 分 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 全 部 を

改 正 す る 。 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 大 分 県 立 青 少 年 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 年 大 分 県

条 例 第 五 十 三 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 の 規 定 に 基 づ き 、 大 分 県 立 青 少 年 の 家

（ 以 下 「 青 少 年 の 家 」 と い う 。 ） の 利 用 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 全 改 ） 

（ 休 業 日 ） 

第 二 条 青 少 年 の 家 の 休 業 日 は 、 十 二 月 二 十 九 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で 及 び 翌 年 の 一 月 一 日

か ら 同 月 三 日 ま で と す る 。 

２ 大 分 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

前 項 の 休 業 日 を 変 更 し 、 又 は 臨 時 に 休 業 日 を 定 め る こ と が で き る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 利 用 許 可 の 申 請 ） 

第 三 条 青 少 年 の 家 を 利 用 し よ う と す る も の は 、 大 分 県 立 青 少 年 の 家 利 用 許 可 申 請 書 （ 第 一

号 様 式 ） に よ り 、 所 長 に 利 用 許 可 の 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 申 請 は 、 利 用 日 の 一 年 前 か ら 二 十 日 前 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 特

別 の 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 全 改 ） 

（ 利 用 の 許 可 ） 

第 四 条 所 長 は 、 青 少 年 の 家 の 利 用 を 許 可 し た と き は 、 大 分 県 立 青 少 年 の 家 利 用 許 可 書 （ 第

二 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 全 改 ） 

（ 利 用 許 可 の 変 更 承 認 申 請 等 ） 



第 五 条 前 条 の 規 定 に よ り 利 用 の 許 可 を 受 け た も の （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） が 、 利 用 許

可 の 申 請 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 大 分 県 立 青 少 年 の 家 利 用 許 可 変 更 承 認 申 請 書 （ 第

三 号 様 式 ） に よ り 、 所 長 に 変 更 承 認 の 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 

２ 所 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 適 当 と 認 め る と き は 、 大 分 県 立 青 少 年 の 家 利 用 許 可 変

更 承 認 書 （ 第 四 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 六 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 利 用 の 中 止 届 ） 

第 六 条 利 用 者 は 、 青 少 年 の 家 の 利 用 を 中 止 し よ う と す る と き は 、 大 分 県 立 青 少 年 の 家 利 用

中 止 届 （ 第 五 号 様 式 ） に よ り 、 所 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 七 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 使 用 料 の 納 期 ） 

第 七 条 利 用 者 は 、 条 例 第 十 条 に 規 定 す る 使 用 料 を 所 長 が 指 定 す る 日 ま で に 納 入 し な け れ ば

な ら な い 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 八 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 使 用 料 の 不 還 付 ） 

第 八 条 既 に 納 入 さ れ た 使 用 料 は 、 還 付 し な い 。 た だ し 、 所 長 が 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め た

と き は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 還 付 す る こ と が で き る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 九 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 使 用 料 を 徴 収 し な い も の ） 

第 九 条 条 例 第 十 条 た だ し 書 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の は 、 次 の と お り と す る 。 

一 県 内 の 小 学 校 及 び 中 学 校 に 在 籍 す る 児 童 及 び 生 徒 の 指 導 者 

二 県 内 の 義 務 教 育 学 校 に 在 籍 す る 児 童 及 び 生 徒 並 び に そ の 指 導 者 

三 県 内 の 特 別 支 援 学 校 に 在 籍 す る 児 童 及 び 生 徒 （ 小 学 部 及 び 中 学 部 に 在 籍 す る も の に 限

る 。 ） 並 び に そ の 指 導 者 

四 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 者 及 び そ の 指 導 者 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 十 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 行 為 の 禁 止 等 ） 

第 十 条 青 少 年 の 家 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 第 二 号 か ら 第

五 号 ま で に 掲 げ る 行 為 に つ い て 所 長 の 承 認 を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

一 め い て い し 、 又 は 大 声 を 発 す る 等 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す 行 為 

二 危 険 物 、 動 物 そ の 他 他 人 に 危 害 を 及 ぼ し 、 又 は 迷 惑 と な る 物 を 持 ち 込 む こ と 。 



三 定 め ら れ た 場 所 以 外 で 、 飲 食 し 、 喫 煙 し 、 又 は 火 気 を 使 用 す る こ と 。 
四 宣 伝 、 物 品 の 販 売 、 募 金 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 

五 そ の 他 所 長 が 青 少 年 の 家 の 管 理 上 必 要 と 認 め て 禁 止 す る 行 為 

２ 所 長 は 、 前 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 に 対 し 、 青 少 年 の 家 か ら の 退 去 を 命 ず る こ と が で き る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 十 一 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 利 用 者 の 保 安 責 任 ） 

第 十 一 条 利 用 者 は 、 利 用 者 に よ る 入 場 者 の 整 理 、 警 備 、 設 備 の 操 作 、 保 全 等 に 伴 い 生 じ た

事 故 に つ い て は 、 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 十 二 条 繰 上 ） 

（ 職 員 の 立 入 り ） 

第 十 二 条 職 員 は 、 青 少 年 の 家 の 管 理 上 必 要 が あ る と き は 、 利 用 許 可 に 係 る 施 設 に 立 ち 入 る

こ と が で き る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 十 三 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 原 状 の 回 復 ） 

第 十 三 条 利 用 者 は 、 青 少 年 の 家 の 施 設 等 の 利 用 を 終 了 し た と き は 、 直 ち に 利 用 前 の 原 状 に

復 し 、 職 員 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 条 例 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 利 用 の 許 可 を

取 り 消 さ れ 、 又 は 利 用 を 制 限 さ れ た と き も 、 同 様 と す る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 十 四 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 委 任 ） 

第 十 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 青 少 年 の 家 の 利 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が

別 に 定 め る 。 

（ 平 二 九 教 委 規 則 八 ・ 旧 第 二 十 二 条 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 大 分 県 立 生 涯 教 育 セ ン タ ー 利 用 規 則 （ 以 下

「 改 正 前 の 利 用 規 則 」 と い う 。 ） 及 び 大 分 県 社 会 教 育 総 合 セ ン タ ー 管 理 規 則 （ 平 成 二 十 一

年 大 分 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ○ 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 大 分 県 立 青 少 年 の 家 管

理 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 大 分 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） （ 以 下 「 廃 止 前 の 管 理 規 則 」 と い

う 。 ） の 規 定 に よ り な さ れ た 許 可 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 規 則 の 相 当 規 定 に よ り な さ れ た も



の と み な す 。 

３ 改 正 前 の 利 用 規 則 及 び 廃 止 前 の 管 理 規 則 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 二 九 年 教 委 規 則 第 八 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 



 



 



 



 



 



第 １ 号 様 式 （ 第 ３ 条 関 係 ） 

（ 平29 教 委 規 則 ８ ・ 旧 第 １ 号 様 式 （ そ の ２ ） 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

第 ２ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ） 

（ 平29 教 委 規 則 ８ ・ 旧 第 ２ 号 様 式 （ そ の ２ ） 繰 上 ・ 一 部 改 正 ） 

第 ３ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ） 

（ 平29 教 委 規 則 ８ ・ 一 部 改 正 ） 

第 ４ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ） 

（ 平29 教 委 規 則 ８ ・ 一 部 改 正 ） 

第 ５ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ） 

（ 平29 教 委 規 則 ８ ・ 一 部 改 正 ） 

 


